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【制度の目的】 

 行政不服審査法及びその他の不服申立て制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権

力の行使に当たる行為等に関し、国民に対して広く不服申立てのみちを開くことによって、

簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する

ことを目的とするもの。  
 
【制度の概要】 

● 行政不服審査法に基づくもの 
 行政不服審査法による不服申立ては、審査請求、異議申立て、再審査請求の３種類が定め

られている。行政庁の処分又は不作為について行うものにあっては審査請求又は異議申立て

とし異議申立てをすることができるときは、異議申立ての決定を経た後に審査請求をするこ

ととしている（法第３条、第 20 条）。また、審査請求の裁決を経た後さらに行うものにあっ

ては再審査請求としている（法第３条）。それぞれ以下の区分によりできることとなっている。 
 
ア 審査請求（法第５条）  
 １ 処分庁又は不作為庁に上級行政庁があるとき（処分庁又は不作為庁が主任の大臣又は

外局等の長でないときに限る。）  
 ２ １以外の場合で、法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき  
イ 異議申立て（法第６条）  
 １ 処分庁又は不作為庁に上級行政庁がないとき（上記アの２に該当するときは、法律に

特別の定めがある場合に限る。）  
 ２ 処分庁又は不作為庁が主任の大臣又は外局等の長であるとき（上記アの２に該当する

ときは、法律に特別の定めがある場合に限る。）  
 ３ １、２以外の場合で法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき  
ウ 再審査請求（法第８条）  
 １ 法律又は条例に再審査請求ができる旨の定めがあるとき  
 ２ 審査請求ができる処分の権限委任が行われた場合で、原権限庁が審査庁として裁決を

したとき  
  
また、不服申立てがあった場合には、原則として書面による審理（不服申立てをした者から

の申立てがあれば口頭での意見陳述の機会を付与）を経て、裁決（異議申立ての場合には決

定）を行う（法第 25 条、40 条、47 条、51 条、56 条）。裁決（決定）の種類は以下のとお

りである。  
 
ア 却下：不服申立てが法定期間経過後にされたものであるときその他不適法であるとき  
イ 棄却：不服申立てに理由がないとき  
ウ 容認：不服申立てに理由があるとき  



 
● 行政不服審査法に基づかないもの 
 行政庁の処分又は公権力の行使に当たる行為等に関する不服申立てについては、いわゆる

行政審判等個別法において全く独自の制度を設けている場合があり、また、契約行為のよう

に行政不服審査法の対象とならないような行政機関の行為についても不服申立て制度を設け

ている場合がある。 
 いずれも行政不服審査法に基づかないものとして位置づけられるものである。  
 
【調査結果の概要】 

● 調査対象機関 国の全行政機関（地方支分部局等も含む。） 
● 調査対象期間 平成６年度（平成６年４月１日～平成７年３月 31 日） 
 
● 不服申立て状況 
ア 行政不服審査法に基づくもの 11,713 件  
（内訳：異議申立て 6,580 件、審査請求 4,446 件、再審査請求 687 件） 
〔例〕国税通則法関係 8,952 件、労働者災害補償保険法関係 1,249 件 

 
イ 行政不服審査法に基づかないもの 23,865 件  
〔例〕工業所有権関係 23,613 件  

 
● 不服申立ての処理状況 
ア 行政不服審査法に基づくもの 10,835 件  
（内訳：異議申立て 5,264 件、審査請求 5,125 件、再審査請求 446 件） 
処理の区分別内訳 

：容認 1,140 件（11％）、棄却 7,577 件（70％）、却下 1,023 件（９％）、その他 1,095 件

（10％）  
〔容認の例〕国税通則法関係 908 件、労働者災害補償保険法関係 162 件 

 
イ 行政不服審査法に基づかないもの 25,460 件  

処理の区分別内訳 
：容認 19,242 件（76％）、棄却 5,433 件（21％）、却下 772 件（３％）、その他 13 件（０％）  
〔容認の例〕工業所有権関係 19,217 件  

 



却下 棄却 容認 その他
36,295 1,795 13,010 20,382 1,108
(100) (5) (36) (56) (3)
5,264 619 4,127 517 1
(100) (12) (78) (10) 0
5,125 365 3,094 572 1,094
(100) (7) (60) (11) (21)
446 39 356 51 0

(100) (9) (80) (11) 0
10,835 1,023 7,577 1,140 1,095
(100) (9) (70) (11) (10)

25,460 772 5,433 19,242 13
(100) (3) (21) (76) 0

(注）

不服申立ての概況（平成６年度）
（単位：件）

区分
前年度繰
入件数

不服申立
て件数

処理件数 取下件数
次年度繰
越件数

総件数 144,471 35,578 4,507 139,247

行政不服
審査法

異議申立
て

2,347 6,580 1,592 2,071

審査請求 66,236 4,446 65,032

再審査請
求

1,358 687 90 1,509

69,941 11,713 2,207

525

１　平成６年度のそれぞれの件数を調査したものであり、不服申立て件数は、処理件数及び取下げ件数の合計と対応
関係にはないことから、不服申立て件数は、処分件数及び取下げ件数の合計とは一致しない。
　なお、前年度繰入件数及び不服申立て件数の合計が、処理件数、取下件数及び次年度繰越件数の合計と一とする。
２　(　）書きは、処理を100とした場合の指数である。

68,612

その他 74,530 23,865 2,300 70,635

計


